
令
和
５
年
度

大
阪
府
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項

大
阪
府
教
育
委
員
会







― 1―



― 1―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 2― ― 3―



― 2― ― 3―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 4― ― 5―



― 4― ― 5―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 6― ― 7―



― 6― ― 7―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 8― ― 9―



― 8― ― 9―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 10 ― ― 11 ―



― 10 ― ― 11 ―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 12 ― ― 13 ―



― 12 ― ― 13 ―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 14 ― ― 15 ―



― 14 ― ― 15 ―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 16 ― ― 17 ―



― 16 ― ― 17 ―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



― 18 ― ― 19 ―



― 18 ― ― 19 ―

全
般
的
な
事
項

特

別

選

抜

能
勢
分
校
選
抜
等

一

般

選

抜

二

次

選

抜

自
立
支
援
補
充
選
抜

秋

季

選

抜

様

式

集



20 

 

ⅩⅡ 受験上の配慮について 

障がいのある生徒や日本語指導が必要な帰国生徒等に対する入学者選抜における受験上の配慮に

ついては、別に定める。 

 

ⅩⅢ 英語資格（外部検定）の活用 

学力検査「英語」において、外部機関が認証した英語力判定テスト（TOEFL iBT、IELTS及び実用英

語技能検定（英検）を対象とする。）のスコア等（以下「スコア等」という。）を活用する。活用に

当たり、府教育委員会はスコア等に応じた読み替え率を定め、この読み替え率により換算した点数と

英語の学力検査の点数を比較し、高い方の点数を当該受験者の英語の学力検査の成績とする。 

英語資格（外部検定）を活用する志願者は、スコア等を証明する証明書の写しを、出願時に志願先

高等学校長に提出する。その際、中学校長は証明書の写しが原本と相違ないことを証明すること。 

なお、英語資格（外部検定）の活用については、「基礎的問題」「標準的問題」「発展的問題」の

すべての検査問題を対象とする。 
 

＜読み替え率＞ 

 

 

ⅩⅣ 追検査 

追検査を受験することのできる者は、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜、日本語指導が必要な

生徒選抜又は一般選抜に出願した志願者のうち、学力検査等の当日に出席停止の扱いが定められてい

る感染症（学校保健安全法施行規則第十九条において出席停止の扱いが定められている感染症。ただ

し、同規則第十八条第三号にある「その他の感染症」は除く。以下「感染症」という。）に罹患して

おり、当日すべての検査を受験しなかった者とする。（検査を一部でも受験した者は対象としない。）

ただし、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜又は日本語指導が必要な生徒選抜に出願した志願者の

うち一般選抜に出願した者は、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜又は日本語指導が必要な生徒選

抜に係る追検査を受験することはできない。 

なお、志願先高等学校及び志望学科等は、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜、日本語指導が必

要な生徒選抜又は一般選抜の出願時のものと変更することはできない。 

１ 検査の種類等 

(1) 追学力検査、追小論文及び追面接の３種類の検査方法を設ける。 

(2) 全日制の課程、多部制単位制Ⅰ部及びⅡ部（クリエイティブスクール）並びに昼夜間単位制に

志願した者、平成14年４月２日以降に生まれた者で定時制の課程に志願した者及び平成14年４月

１日までに生まれた者で定時制の課程に志願した際に「学力検査と面接による選抜」を申告した

者の検査方法は追学力検査とする。 

平成14年４月１日までに生まれた者で定時制の課程に志願した際に「小論文と面接による選抜」

を申告した者の検査方法は追小論文とする。 

通信制の課程に志願した者の検査方法は追面接とする。 

２ 追学力検査による判定 

(1) 申  出 

ア 申出期日及び申出時間は、３月13日（月）の午後１時から午後５時までとする。 

イ 志願者は、別に定める追検査申出書を志願先高等学校長に提出する。ただし、申出場所は(2)

TOEFL iBT IELTS 実用英語技能検定 読み替え率 

60 点～120 点 6.0～9.0 準１級・１級 100％ 

50 点～59 点 5.5 （対応無し） 90％ 

40 点～49 点 5.0 ２級 80％ 
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のとおりとする。（郵送は認めない。） 

ウ 高等学校長は、追検査の受験が認められる者に対して、当該高等学校を所管する教育委員会

を通じて受験票を発行する。 

(2) 申出場所 

受付は、以下により行う。 

志願先高等学校 申出場所 
府立高等学校 大阪府教育委員会が別に定める場所 
堺市立堺高等学校 堺市立堺高等学校 
東大阪市立日新高等学校 東大阪市立日新高等学校 
岸和田市立産業高等学校 岸和田市立産業高等学校 

(3) 検査の実施 

ア 追学力検査は、３月19日（日）午前９時30分から行う。 

   ただし、帰国生選抜の追学力検査は３月19日（日）午前10時40分から、日本語指導が必要な

生徒選抜の追学力検査は３月19日（日）午前10時55分から行う。 

イ 追学力検査は、追検査申出書を提出した志願者について各高等学校長が、当該高等学校を所

管する教育委員会の指定する場所において行い、採点は当該高等学校において行う。 

志願先高等学校 検査場所 
府立高等学校 大阪府教育委員会が別に定める場所 
堺市立堺高等学校 堺市立堺高等学校 
東大阪市立日新高等学校 東大阪市立日新高等学校 
岸和田市立産業高等学校 岸和田市立産業高等学校 

ウ 追学力検査の問題は、国語、数学及び英語について、府教育委員会が作成する。なお、英語

の追学力検査には、リスニングテストは含まない。 

  また、国語、数学及び英語の追学力検査においては、「基礎的・標準的問題」と「発展的問

題」の２種類の問題を作成する。 

  追学力検査で使用する問題は、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜、日本語指導が必要な

生徒選抜又は一般選抜において出願した志願先高等学校が使用した問題の種類に応じて、「基

礎的問題」又は「標準的問題」を使用した場合は「基礎的・標準的問題」とし、「発展的問題」

を使用した場合は「発展的問題」とする。 

(4) 合格者の決定 

合格者の決定に当たっては、追学力検査の成績、調査書及び自己申告書をもとに総合判定する。

ただし、帰国生選抜に志願した者、特別選抜に志願した者のうち多部制単位制Ⅰ部及びⅡ部（ク

リエイティブスクール）並びに昼夜間単位制において「学力検査と面接による選抜」を申告した

志願者並びに一般選抜に志願した者のうち全日制の課程普通科単位制高等学校、全日制の課程総

合学科（クリエイティブスクール）において「学力検査と面接による選抜」を申告した志願者及

び定時制の課程において平成14年４月１日までに生まれた者のうち「学力検査と面接による選抜」

を申告した志願者については、追学力検査の成績及び自己申告書をもとに総合判定する。また、

日本語指導が必要な生徒選抜に志願した者については、追学力検査の成績をもとに総合判定する。 

複数の学科等を設置している高等学校における合格者の決定に当たっては、当該志願者が志望

する各学科等について、志望する学科等の順に判定を行う。 

なお、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜、日本語指導が必要な生徒選抜又は一般選抜の合

格者数が各学科等の募集人員を満たしている高等学校においては、募集人員を超えて合格者を決
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定することができる。また、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生選抜、日本語指導が必要な生徒選

抜又は一般選抜の合格者数が各学科等の募集人員を満たしていない高等学校においては、募集人

員を満たすように合格者を決定した後、募集人員を超えて合格者を決定することができる。 

３ 追小論文による判定 

(1) 申  出 

申出については、「２」の(1)による。 
(2) 検査の実施 

ア 追小論文は、３月19日（日）午前９時30分から行う。 

イ 追小論文は、追検査申出書を提出した志願者について各高等学校長が、当該高等学校を所管

する教育委員会の指定する場所において行い、評価は、当該高等学校において行う。 

志願先高等学校 検査場所 
府立高等学校 大阪府教育委員会が別に定める場所 
堺市立堺高等学校 堺市立堺高等学校 
岸和田市立産業高等学校 岸和田市立産業高等学校 

(3) 合格者の決定 
合格者の決定に当たっては、追小論文及び自己申告書の評価を組み合わせて総合判定する。複

数の学科等を設置している高等学校における合格者の決定に当たっては、当該志願者が志望する

各学科等について、志望する学科等の順に判定を行う。 

なお、一般選抜の合格者数が各学科等の募集人員を満たしている高等学校においては、募集人

員を超えて合格者を決定することができる。また、一般選抜の合格者数が各学科等の募集人員を

満たしていない高等学校においては、募集人員を満たすように合格者を決定した後、募集人員を

超えて合格者を決定することができる。 

４ 追面接による判定 

(1) 申  出 

申出については、「２」の(1)による。 
(2) 検査の実施 

ア 追面接は、自己申告書に基づき、３月19日（日）午後２時から行う。 

イ 追面接は、追検査申出書を提出した志願者について府立桃谷高等学校長が府立桃谷高等学校

において行う。 
(3) 合格者の決定 

平成14年４月２日以降に生まれた者については、調査書及び追面接の評価を組み合わせて総合

判定する。平成14年４月１日までに生まれた者については、追面接の評価により判定する。その

際、志願者が複数の部を志願している場合は、当該志願者が志望する各部について、志望する部

の順に判定を行う。 

なお、一般選抜の合格者数が募集人員を満たしている部においては、募集人員を超えて合格者

を決定することができる。また、一般選抜の合格者数が募集人員を満たしていない部においては、

募集人員を満たすように合格者を決定した後、募集人員を超えて合格者を決定することができる。 

５ その他 

高等学校長は、志願者数が募集人員を超過すると否とにかかわらず、「２」の(4)、「３」の(3)、

「４」の(3)及び次の要領により入学者の選抜を行う。 
(1) 高等学校長は、選抜のための補助機関として選抜委員会を組織し、厳正で円滑な選抜事務の遂

行を図る。 

(2) 合格者の決定に当たって、「２」の(4)、「３」の(3)、「４」の(3)に従うことが実際上はなはだ
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しく困難な場合は、高等学校長は、所管の教育委員会の承認を受けてこれを変更することができ

る。 

６ 合格者の発表 
   合格者の発表は、志願先高等学校を所管する教育委員会が受付時に示すウェブページにおいて行

う。ただし、追検査申出後に発行した受験番号による発表とし、特別選抜、能勢分校選抜、帰国生

選抜、日本語指導が必要な生徒選抜及び一般選抜の受験番号での発表は行わない。 

全日制の課程                       ３月22日（水）午前10時 

定時制の課程                       ３月22日（水）午後２時 

通信制の課程                       ３月22日（水）午後２時 
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      専攻及び受験曲名等の申告票（令和５年度）  
 

 
受験 

番号 
 名 前 

 

 
 Ａ欄には、希望する専攻を選んで○印を書き、Ｂ欄には、Ａ欄で○印をつけた専攻の課題についてそれぞれの指示に

従って記入すること。 
 

 Ａ欄 専     攻 Ｂ 欄 （ 受 験 曲 名 等 ） 

 

声    楽 

 
課題ａ 

 
 

 
 
課題ｂ 

 
「コンコーネ50番練習曲」第８番、第12番 

               〔 低声用 中声用 高声用 〕(○で囲む。) 
 
※出版社名を右の（ ）の中に記入する。（                   ） 
 
曲名を一つ選び下の( )に○を記入する。その調性について○で囲む。 

(  )「夏の思い出」･･････････････〔 ニ長調 変ホ長調 ヘ長調 〕 

(  )「浜辺の歌」････････････････〔 ヘ長調 ト長調 変イ長調 〕 

(  )「早春賦」･･････････････････〔 ニ長調 変ホ長調 ヘ長調 〕 

(  )「Caro mio ben」････････････〔 ハ長調 変ホ長調 ヘ長調 〕 

(  )「Nel cor più non mi sento」･･〔 変ホ長調 ヘ長調 ト長調 〕 

(  )「Nina」････････････････････〔 ニ短調 ホ短調 ト短調 〕 

(  )「Sebben, crudele」･･････････〔 ハ短調 ニ短調 ホ短調 〕 
 

 

ピ ア ノ 

 
課題ａ 

課題ｂ 

 
 

 
Ｊ．Ｓ．バッハ：「平均律クラヴィーア曲集 第１巻」 第16番 ト短調 BWV861 フーガ 

ベートーヴェン：ピアノソナタ〔 第２番Op.2-No.2  第４番Op.7 

第６番Op.10-No.2   第７番Op.10-No.3  第11番Op.22    

第16番Op.31-No.1 〕（○で囲む。）の第一楽章 
 

 
ヴァイオリン 

 
課題ａ 

課題ｂ 

 
 

 
専攻実技課題曲集 No.１ ヴァイオリンの課題 

モーツァルト：協奏曲〔 第３番(K.216)  第４番(K.218)  第５番(K.219) 〕 

（○で囲む。）の第一楽章 
 

 ヴ ィ オ ラ 

 
課題ａ 

課題ｂ 
 

 
専攻実技課題曲集 No.２ ヴィオラの課題 

Ｈ．エクレス：ソナタ（ト短調・ヴィオラ用、ポール・クレンゲル編による。） 
 

 
チ ェ ロ 

 
課題ａ 

課題ｂ 

 
 

 
専攻実技課題曲集 No.３ チェロの課題 

Ｊ．ウェルナー：「チェロ教則本」〔 №３  №６  №10a  №11a  №13a  

 №17a   №18  №20 〕（○で囲む。） 
 

 コントラバス 

 
課題ａ 

課題ｂ 
 

 
専攻実技課題曲集 No.４ コントラバスの課題 

Ｆ．シマンドル：「30エチュード」〔 №１    №２  №３ 〕（○で囲む。） 
 

 フ ル ー ト 
 

課題ａ 

 
 

課題ｂ 

 

専攻実技課題曲集 No.５～14 のうち、それぞれの楽器の課題曲 

 
 

１～３について記入する。下記の注意＊を参照のこと。 

 １ 曲名・作品番号等 

 

 
 

 ２ 作曲者名 

 

 
 

 ３ 編曲者名 

 

 
 

 オ ー ボ エ 

 クラリネット 

 ファゴット 

 ホ ル ン 

 トランペット 

 トロンボーン 

 テ ュ ー バ 

 打楽器 

（演奏楽器を 

○で囲む。） 

・小 太 鼓 

・マリンバ 

  コントラバス、小太鼓について、検査会場の楽器を使用 〔 する  しない 〕 （○で囲む。） 

 
注意 ＊  声楽、管楽器及び打楽器の課題ｂについては、出願の際、この申告票とともに楽譜（写し）〔大きさはＡ４

判〕を１部提出すること。提出する楽譜の最終ページの裏面左下に、名前を記入すること。 

（様式 131）Ａ４判
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